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ピープルファーストジャパン

入会申し込み書協力会員
きょうりょく か い い ん に ゅ う か い も う し こ み し ょ

ピープルファーストジャパンの協 力会員となるには、
きょうりょくかいいん

まずピープルファーストジャパンの会 則をよんでください。
かいそく

、 。協 力会 員になれる人は会 則に賛 同し 協 力していただける方すべてです
きょうりょくかいいん ひと かいそく さんどう きょうりょく ほう

また、会 員になるには 「会費」をしはらうことが必 要です。、
かいいん かいひ ひつよう

、 「 」 、この紙を送った後 事務局から送られてくる郵 便 局の 振 込用紙 で
かみ おく あと じむきょく おく ゆうびんきょく ふりこみようし

会費をしはらうことで 「協 力会 員」になれます。、
かいひ きょうりょくかいいん

※なお会費は 年度ごと（４月１日から３月３１日まで）になります
か い ひ ね ん ど し が つ ついたち さんがつ にち

すべてのことに同意された人は、下に名前・住 所などを書いてください
ど う い ひと した な ま え じゅうしょ か

なまえ（漢字 ： ふりがな：）
かんじ

れんらくさき（所属団体名 または 住 所）
しょぞくだんたい じゅうしょ

でんわ：

ファックス： メール：

会 員 証 の希望： □写 真あり □写 真なし
かいいんしょう きぼう しゃしん しゃしん

ピープルファーストジャパン 全 国委員会事務局
ぜんこくいいんかいじむきょく

〒２０３－００４２ 東 京 都東久留米市八 幡 町２－１１－５９
とうきょうとひ が し く る め し はちまんちょう

でんわ ：０４２－４７６－５４６５

ファックス：０４２－４７６－５９６１

ホームページ：http://pf-japan.jp メール info@pf-japan.jp:
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ピープルファーストジャパン 会則より
かいそ く

（会 則は第１ 条 から第１３ 条 まであります）
かいそく だい じょう だい じょう

（ホームページで会 則の全部を見ることができます）
かいそく ぜんぶ み

第４ 条 （会員）
だい じょう かいいん

１，この会は、社 会生 活をおくる上で、困 難を抱える当事者の会です。
かい しゃかいせいかつ うえ こんなん かか とうじしゃ かい

この会の目 的に賛 同し、一 緒に活 動していく気持ちのある人なら
かい もくてき さんどう いっしょ かつどう き も ひと

誰であっても入 会できます。
だれ にゅうかい

（１）当事者を「正会 員」とします。
とうじしゃ せいかいいん

（２）支援者を「アドバイザー会 員」とします。
しえんしゃ かいいん

（３）応 援してくれる人を「協 力会 員」とします。
おうえん ひと きょうりょくかいいん

第５ 条 （会員の責任）
だい じょう かいいん せきにん

１，この会に入 会する人は、何らかの役 割をもって、積 極 的にこの会を
かい にゅうかい ひと なん やくわり せっきょくてき かい

よくしていくことを必 要とします。
ひつよう

２，この会に入 会する人は、会の中で、何らかの問 題が起きた場合、
かい にゅうかい ひと かい なか なん もんだい お ばあい

役 員・全 国委員・本 人の話し合いなどにより解 決することを必 要とします。
やくいん ぜんこく いいん ほんにん は な し あ かいけつ ひつよう

３，この会に入 会する人は、この会に会費を納めなければなりません。
かい にゅうかい ひと かい かいひ おさ

４，この会に入 会する人は、次の約 束を守ることとします。
かい にゅうかい ひと つぎ やくそく まも

（１）何かを決めるとき 自分たちで選んで 自分たちで決める
なに き じぶん えら じぶん き

（２）自分の 考 えをわかりやすく伝え、人の 話 をよく聴く
じぶん かんが つた ひと はなし き

（３） 難 しいこと わからないこと こまったことがあったら支援を求める
むずか しえん もと

（４）話し合いで決まったことを守る
は な し あ き まも

（５）仲間たちが こまったときには、助け合う
なかま た す け あ

（６）仲間たちの秘密を守る
なかま ひみつ まも

（７）仲間たちにうそをつかない
なかま

（８）仲間たちを自分だけがよくなるために利用しない
なかま じぶん りよう

（９）仲間たちに特 定の宗 教、政 党、団 体をすすめさそってはならない
なかま とくてい しゅうきょう せいとう だんたい

（１０）仲間たちにお金や物を求めたり、仲間たちのお金や物をとらない
なかま かね もの もと なかま かね もの

第６ 条 （会費）
だい じょう か い ひ

１，この会の会費は、つぎのようにします。
かい かいひ

（１）正会 員の年会費は、１，０００円とします。
せいかいいん ねんかいひ えん

（２）アドバイザー会 員の年会費は、２，０００円とします。
かいいん ねんかいひ えん

（３）協 力会 員は、一 口 ５，０００円とします。
きょうりょくかいいん ひとくち えん


